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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第72期
第１四半期
累計(会計)期間

第71期

会計期間

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　10月１日
至　平成20年
　　９月30日

売上高 (千円) 1,982,22810,652,213

経常損失（△）又は
経常利益

(千円) △92,068 216,707

四半期純損失（△）又は
当期純利益

(千円) △89,318 219,977

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ─ ─

資本金 (千円) 413,675 413,675

発行済株式総数 (千株)
普通株式 5,102
優先株式 2,000

普通株式 5,102
優先株式 2,000

純資産額 (千円) 1,230,6921,355,410

総資産額 (千円) 5,611,3405,044,050

１株当たり純資産額 (円) 45.22 64.97

１株当たり四半期純損失
（△）又は当期純利益

(円) △17.51 38.42

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ─ 15.87

１株当たり配当額 (円)
普通株式 　―
優先株式 　―

普通株式　1.00
優先株式 12.00

自己資本比率 (％) 21.9 26.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △130,763 257,657

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △227,618 3,197

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 286,803△264,000

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 584,022 655,599

従業員数 (名) 177 180

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益については、第71期及び第72期第１四半期は関連会社がないため記載してお

りません。

４　第72期第１四半期累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、１株当たり四半期純損失を計

上しているため、記載しておりません。

５　従業員数は、就業人員であり、休職者は含んでおりません。
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２ 【事業の内容】

当社で行っている主な事業内容は、次のとおりであります。

　

事業の種類 区分 主たる業務

土木建設事業

工事 交通安全施設・法面・景観等の工事の施工

販売 交通安全施設資材・土木資材等の販売

設備・化学品等事業

販売 産業安全衛生用品・保安用品等の販売

製造 不溶性硫黄の製造・販売

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 177

(注) 従業員数は就業人員であり、休職者は含んでおりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であります。また、事業の中心となっている建設事業では

生産実績を定義することが困難であり、土木建設事業においては請負形態をとっているため販売実績と

いう定義は実態のそぐわないものであります。したがって事業の種類別ごとに生産規模及び受注規模を

金額あるいは数量で示すことはしておりません。

なお、参考のため当社の事業の状況のうち、土木建設業の状況は次のとおりであります。

　

土木建設業における受注工事高及び施工高の状況

①　受注工事高、完成工事高、繰越工事高

　

期別 区分
期首繰越
工事高
(千円)

期中受注
工事高
(千円)

合計
(千円)

期中完成
工事高
(千円)

期末繰越
工事高
(千円)

当第１四半期
会計期間

(自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日)

交通安全施設工事 541,535928,1701,469,705510,160959,545

法面工事 176,951170,660347,611126,945220,666

景観工事 27,017111,818138,83645,371 93,464

その他工事 4,420 154,348158,76910,410148,358

合計 749,9251,364,9972,114,922692,8871,422,034

前事業年度
(自　平成19年
　　10月１日
至　平成20年
　　９月30日)

交通安全施設工事 1,152,5693,557,7724,710,3414,168,806541,535

法面工事 176,808739,956916,765739,814176,951

景観工事 74,404313,452387,856360,83827,017

その他工事 57,110 97,797154,907150,486 4,420

合計 1,460,8924,708,9796,169,8715,419,946749,925

(注)　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額に増減のあるものにつきましては、期中受注工事高

にその増減額を含んでおります。したがって、期中完成工事高にも係る増減額が含まれております。
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②　完成工事高

　

期別 区分 官公庁(千円) 民間(千円) 合計(千円)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

交通安全施設工事 112,135 398,024 510,160

法面工事 51,779 75,165 126,945

景観工事 18,973 26,398 45,371

その他工事 4,747 5,662 10,410

合計 187,636 505,251 692,887

(注) １　当第１四半期会計期間の完成工事のうち、請負金額１千万円以上の主なものは、次のとおりであります。

　　　北九州土木事務所 太平町地区急傾斜地崩壊対策法面工事
　　　鹿児島県庁 観光かごしまサイン整備工事
　　　株式会社三竹工業 鹿児島226号平川道路落石防止工事
　　　南日本ライナー株式会社 小池登山線落石防護柵設置工事
　　　芦屋町役場 江川台法面崩落防止工事
２　当第１四半期会計期間において、売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はありません。

　

③　手持工事高(平成20年12月31日現在)

　

区分 官公庁(千円) 民間(千円) 合計(千円)

交通安全施設工事 433,903 525,642 959,545

法面工事 172,865 47,801 220,666

景観工事 76,091 17,373 93,464

その他工事 134,980 13,378 148,358

合計 817,839 604,195 1,422,034

(注)　手持工事のうち、請負金額４千万円以上の主なものは、次のとおりであります。

小倉セメント製品工業株式会社 北九州都市高速中央分離帯防護柵設置工事 平成21年３月完成予定
北九州国道事務所 八幡管内橋梁補修工事 平成21年２月完成予定
佐賀国道事務所 鳥栖維持管内安全施設設置工事 平成21年２月完成予定
九州農政局 八重尾導水路補修工事 平成21年３月完成予定
鹿児島県大島支庁 曽津高崎線道路改築法面保護工事 平成21年３月完成予定

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　経営成績の分析

当第１四半期会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）における当社が主力とする土木

建設業界におきましては、国・地方公共団体の厳しい財政状況を反映し、公共投資は低調に推移し、

経営環境は厳しい状況であります。

このような状況下で当社といたしましては、地元・福岡での営業強化や新製品の販売を積極的に

展開してまいりましたが、道路特定財源をめぐる混乱による工事発注の遅れや受注価格競争等によ

り、一層厳しさを増しております。

この結果、当第１四半期会計期間の業績につきましては、防災・安全意識の高まりにより防災安全

用品の販売は伸びたものの、完成工事高の減少を補うまでにいたらず、売上高は19億82百万円とな

り、経常損失は92百万円となりました。また、特別利益として投資有価証券売却益９百万円を計上し

ましたが、特別損失として投資有価証券評価損３百万円を計上したことにより、四半期純損失は89百

万円となりました。
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なお、当社の第１四半期会計期間の業績につきましては、主たる事業である建設事業の通常の営業

形態として、特に完成工事高が第２四半期会計期間に集中するために通期売上高に対する第１四半

期会計期間の売上高比率は低くなる傾向にあります。また人件費等の固定費は恒常的に発生するた

め、第１四半期会計期間の売上高に対して費用負担割合が高くなる傾向があります。

　

(2)　財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の総資産は、56億11百万円（前期末比11.2％増、５億67百万円増）となり

ました。

流動資産につきましては、30億70百万円（前期末比14.0％増、３億78百万円増）となりました。そ

の主な要因は、当社の通常の営業形態として完成工事高が第２四半期会計期間に集中するために未

成工事支出金が２億65百万円増加したことに加え、運転資金を銀行借入れにより２億円調達したこ

とに伴い受取手形割引高が減少し、受取手形残高が１億36百万円増加したことによるものでありま

す。

固定資産につきましては、25億41百万円（前期末比8.0％増、１億88百万円増）となりました。その

主な要因は、黒崎工場の土地及び大分支店の事務所取得等の設備投資を２億30百万円実施したこと

によるものであります。

負債につきましては、43億80百万円（前期末比18.7％増、６億92百万円増）となりました。その主

な要因は、仕入債務が４億25百万円増加したことに加え、運転資金及び設備資金の借入れにより借入

金が３億15百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、12億30百万円（前期末比9.2％減、１億24百万円減）となりました。その主

な要因は、前期の株主配当により利益剰余金が29百万円減少したこと、また、四半期純損失89百万円

を計上したことによるものであります。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、期首残高に比べて71百万円減少し、５億

84百万円となりました。

　
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の減少は、１億30百万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純損失

を85百万円計上したこと、また、役員退職慰労金の支給により資金が45百万円減少したことによるも

のであります。

　
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、２億27百万円となりました。その主な要因は、黒崎工場の土地及び

大分支店の事務所取得等により資金が２億32百万円減少したことによるものであります。

　
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の増加は、２億86百万円となりました。その主な要因は、運転資金及び設備資

金の借入れにより資金が３億50百万円増加した一方で、借入金を34百万円返済したこと、また前期末

の株主配当金を29百万円支払ったことにより資金が63百万円減少したことによるものであります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間における主要な設備の異動は以下のとおりであります。

事業所名

（所在地）
事業部門 設備の内容

帳簿価額（千円）

完了日

建物 構築物 機械等

土地

合計
面積

（㎡）
金額

大分支店

（大分県大分市）
土木建設事業 事務所他 18,269 ─ ─ 1,51451,56869,837

平成20年

10月22日

黒崎工場

（北九州市八幡西区）

設備・化学品

等事業
生産設備 ─ ― ― 5,450156,181156,181

平成20年

12月16日

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

優先株式 2,000,000

計 20,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,102,000同左 福岡証券取引所

単元株式数　1,000株
完全議決権株式であり、議決
権内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

第１回優先株式 2,000,000同左 非上場
単元株式数　1,000株
(注)１、２

計 7,102,000同左 ― ―

(注) １　第１回優先株式は、第三者割当（債務の株式化 10億円）により発行されたものであります。

２　優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。ま

た、優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたものであり、優先

株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

①　優先期末配当金

(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株

式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権

者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株

主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に

先立ち、１事業年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先期末配当

金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に定める優先中

間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(ロ)優先期末配当金の額

１株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額と

する。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最終

日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を四捨五入する。

優先配当金＝500円×(日本円TIBOR＋1.50％)

「日本円TIBOR」とは、平成17年３月28日または平成17年10月１日以降の毎年10月１日(以下「優先配当

算出基準日」という。)午前11時現在における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の優先配当

算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合

は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロ

ンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円

LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認

められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入

する。

(ハ)優先中間配当金
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当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録

株式質権者に先立ち、優先株式１株につき各事業年度における優先期末配当金の２分の１に相当する額

の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を四捨五入する。

(ニ)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配

当は行わない。

②　残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立ち、優先株式１株につき500円を支払う。

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

③　優先株式の取得請求と金銭の交付

(イ)優先株主は、平成21年10月１日以降、毎年１月１日から１月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」

という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する

金額を上限として、優先株式１株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当する金銭の交

付を請求をすることができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日から１ヶ月以

内に、金銭を交付する。

(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の２分の１を超える場合、取

得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④　合意による取得・消却

(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限として、

優先株式を有償で取得することができる。

(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。

⑤　議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥　種類株主総会の決議事項

法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。

剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による有

償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第４項に基づ

く１株未満たない端株の買取及び同法第197条第３項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まない。)資

本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸借対照表上

の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。

⑦　優先株式の取得請求と普通株式の交付

優先株主は、平成20年４月１日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができる。こ

の場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式１株と引換えに、払込価額を基準価

額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の算出にあたっ

ては１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑧　基準価額

定款に定める取得請求が平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に行われた場合、138円（以下、

「当初基準価額」という。」を基準価額とする。定款に定める取得請求が平成21年４月１日以降に行われた

場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の

開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値

のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）を、同年４月１日よ

り翌年３月31日までの１年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基準価額

を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30％を下回ったときは当初基準価額の30％を、基準価額と

する。
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⑨　基準価額の調整

(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次に

定める算式（以下、「基準価額調整式」という。）により基準価額を調整する。

　

新規発行
普通株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
基準価額

＝
調整前
基準価額

×

既発行
普通株式数

＋
1株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　

(Ａ)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処

分する場合を含む）

(Ｂ)株式の分割により普通株式を発行する場合

(Ｃ)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価

額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式

を発行する場合

(ロ)前項（Ａ）から（Ｃ）に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調

整を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断す

る価額に変更する。

(ハ)基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎

取引日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。）とする。

(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額

とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割

当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とす

る。

(ホ)取得請求により交付する株式の内容

当社普通株式

　⑩　優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等

(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主に対

しては、株式無償割当てを行わない。

(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

日本乾溜工業株式会社(E00276)

四半期報告書

10/25



(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

― 7,102,000 ― 413,675 ─ 500,000

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
優先株式

2,000,000
―

「１ 株式等の状況」の「(1)株
式の総数等」の「② 発行済株
式」の注記参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　　1,000

―
議決権内容に何ら限度のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　5,096,000 5,096 同上

単元未満株式 普通株式　　　5,000 ― 同上

発行済株式総数 7,102,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,096 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式5,000株(議決権5個)が含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式341株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
日本乾溜工業株式会社

福岡市東区馬出１－11－11 1,000 ─ 1,000 0.01

計 ― 1,000 ─ 1,000 0.01

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】
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月別
平成20年
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 126 121 119

最低(円) 93 95 119

(注)　１　最高・最低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。

２　優先株式につきましては非上場であるため、該当いたしません。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年

建設省令14号）に準じて記載しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビュー

を受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 563,831 635,430

受取手形・完成工事未収入金等 ※4
 1,819,849

※4
 1,687,877

有価証券 20,190 20,168

未成工事支出金 469,053 203,797

商品 137,848 115,935

製品 14,455 9,062

原材料 6,374 6,859

仕掛品 3,910 3,372

貯蔵品 3,236 3,402

その他 55,322 27,497

貸倒引当金 △24,000 △22,000

流動資産合計 3,070,071 2,691,402

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1, ※2
 696,566

※1, ※2
 683,051

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） ※1, ※2
 85,327

※1, ※2
 92,902

土地 ※2
 1,095,648

※2
 887,898

有形固定資産計 1,877,542 1,663,852

無形固定資産

その他 21,340 22,035

無形固定資産計 21,340 22,035

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 419,265

※2
 431,924

差入保証金 200,805 211,707

その他 186,110 164,393

貸倒引当金 △163,795 △141,266

投資その他の資産計 642,385 666,759

固定資産合計 2,541,268 2,352,647

資産合計 5,611,340 5,044,050
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 ※2
 2,171,383

※2
 1,746,008

短期借入金 ※2
 769,800

※2
 554,800

未払法人税等 4,926 17,345

未成工事受入金 133,343 94,649

株主優待引当金 － 2,150

その他 117,408 135,154

流動負債合計 3,196,861 2,550,108

固定負債

長期借入金 ※2
 622,200

※2
 521,300

退職給付引当金 541,203 549,877

役員退職慰労引当金 － 42,878

繰延税金負債 19,249 23,275

その他 1,133 1,198

固定負債合計 1,183,786 1,138,530

負債合計 4,380,647 3,688,639

純資産の部

株主資本

資本金 413,675 413,675

資本剰余金 681,697 681,697

利益剰余金 101,558 219,977

自己株式 △245 △245

株主資本合計 1,196,685 1,315,104

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 34,007 40,305

評価・換算差額等合計 34,007 40,305

純資産合計 1,230,692 1,355,410

負債純資産合計 5,611,340 5,044,050
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(2)【四半期損益計算書】
　【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

売上高 ※1
 1,982,228

売上原価 1,694,605

売上総利益 287,622

販売費及び一般管理費 ※2
 378,136

営業損失（△） △90,514

営業外収益

受取利息及び配当金 2,095

雑収入 4,173

その他 1,291

営業外収益合計 7,560

営業外費用

支払利息 8,351

その他 763

営業外費用合計 9,115

経常損失（△） △92,068

特別利益

投資有価証券売却益 9,999

特別利益合計 9,999

特別損失

投資有価証券評価損 3,703

特別損失合計 3,703

税引前四半期純損失（△） △85,772

法人税、住民税及び事業税 3,546

法人税等調整額 －

法人税等合計 3,546

四半期純損失（△） △89,318
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △85,772

減価償却費 18,246

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,528

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,674

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,878

株主優待引当金の増減額（△は減少） △2,150

受取利息及び受取配当金 △2,095

支払利息 8,351

投資有価証券評価損益（△は益） 3,703

投資有価証券売却損益（△は益） △9,999

売上債権の増減額（△は増加） △154,890

未成工事受入金の増減額（△は減少） 38,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △292,448

仕入債務の増減額（△は減少） 425,374

その他 △30,869

小計 △110,880

利息及び配当金の受取額 2,103

利息の支払額 △7,855

法人税等の支払額 △14,131

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △232,882

無形固定資産の取得による支出 △3,181

投資有価証券の取得による支出 △1,368

投資有価証券の売却による収入 10,000

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 1,815

投資活動によるキャッシュ・フロー △227,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △34,100

配当金の支払額 △29,096

財務活動によるキャッシュ・フロー 286,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,577

現金及び現金同等物の期首残高 655,599

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 584,022
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

会計処理の原則及び手続の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

当第１四半期会計期間より平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　

【追加情報】

　
当第１四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械装置の耐用年数については、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　

法律第23号）により見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年９月30日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

842,782千円

 

※１　有形固定資産減価償却累計額

825,808千円

 
※２　下記の資産は、短期借入金400,000千円、長期借入金

792,000千円(１年以内返済予定の長期借入金

169,800千円を含む)及び仕入債務34,720千円の担

保に供しております。

建物 504,906千円

土地 743,274

投資有価証券 182,292

計 1,430,473

 

※２　下記の資産は、短期借入金200,000千円、長期借入金

660,684千円(１年以内返済予定の長期借入金

154,800千円を含む)及び仕入債務34,884千円の担

保に供しております。

建物 469,440千円

土地 587,093

投資有価証券 185,165

計 1,241,699

 

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 275,742千円

受取手形裏書譲渡高 296,588

 

　３　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 200,008千円

受取手形裏書譲渡高 260,620

 
※４　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済しております。

なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関休日

であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高に含まれております。

受取手形 24,789千円

上記のほか、

受取手形割引高 7,821

受取手形裏書譲渡高 28,671

※４　─────────────

 

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

※１　当社の売上高は、通常の営業形態として第２四半期

会計期間の売上高が著しく多くなるといった季節

的変動があります。

※２　販売費及び一般管理費の主なものは、次のとおりで

あります。

従業員給料手当 156,676千円

貸倒引当金繰入額 24,528

退職給付費用 7,740
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年12月31日現在)

現金及び預金 563,831千円

有価証券勘定 20,190

現金及び現金同等物 584,022
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期会計期間末(平成20年12月31日)及び当第１四半期会計(累計)期間(自　平成20年10月１日　至　

平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 5,102,000

第１回優先株式(株) 2,000,000

合計(株) 7,102,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 1,341

　

　

３　新株予約権等に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年12月19日
定時株主総会

普通株式 5,100 1 平成20年９月30日 平成20年12月22日 利益剰余金

第１回
優先株式

24,000 12平成20年９月30日 平成20年12月22日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って
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おりますが、当第１四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認

められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額は、前事業年度末日に比べて著しい変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション関係)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当社には関連会社がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年９月30日)

45.22円 64.97円

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △17.51円

潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益につ
いては、四半期純損失
であるため、記載して
おりません。

(注)　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純損失(△)　(千円) △89,318

普通株式に係る四半期純損失(△)　(千円) △89,318

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 5,100

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳
(千円)　

─

四半期純利益調整額(千円) ─

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(千株)

─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

─

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

日本乾溜工業株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　工　藤　雅　春　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　堺　　　昌　義　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

乾溜工業株式会社の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第72期事業年度の第１四半期累計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期

損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本乾溜工業株式会社の平成20年12月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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